
 

 

第３８６回宮城県議会議案（追加提出分）に対する意見について 

 

 

 第３８６回宮城県議会（令和４年１１月定例会）に提案される下記議案について，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定により知事から意見を求められたので，教育長に対する事務の委任等に関す

る規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第３条第１項の規定により，

令和４年１１月２５日に専決処分し，異議のない旨回答した。よって，同条第２項

の規定により報告する。 

 

記 

予算外議案 

 財産の取得について（タブレット端末保管庫一式） 

 

 

令和４年１２月１６日提出 

 

 

          宮城県教育委員会教育長  伊 東 昭 代     
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専決処分報告（１） 
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第３８６回宮城県議会議案（追加提出分）予算外議案の概要 

（教育庁関係分） 
 

 

 

〇 条例外議案 

 

議第 206号議案  財産の取得について（タブレット端末保管庫一式） 

 

県立高等学校において使用するタブレット端末保管庫一式取 

得することについて，地方自治法の定めるところにより，議会 

の議決を受けようとするもの 

所管 高校教育課 

 

○取得しようとする財産 タブレット端末保管庫一式 

○取 得 金 額 38,107,513円 

○取 得 の 相 手 方 カメイ商事株式会社 
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